
SEAWALL技術資料



企業様へ
本資料は企業や⾏政の⽅に向けたものです。シーウォールについて、

安全性や規格など、より専門的な情報を掲載いたします。





シーウォールは、強い強度を持った防潮壁⽤の枠付きアクリル窓です。
⽔辺の景観を守り、⽔辺の暮らしを⾒守ります。津波や⾼潮の災害時には、防潮壁の向こうの様⼦や逃げ遅れた⼈
の有無を伝えることが可能になる「命を守る窓」なのです。

ガラスを凌ぐと⾔われる⾼い透明度を持つアクリル※によって、防潮壁の向こうの景⾊をクリアに⾒せ、
景観をつなぐことが可能です。そして非常時には海の様⼦や逃げ遅れた⼈の有無を伝えることが可能になります。

※⼀般的な光線透過率はアクリルで93％、ガラスで92％程度



＊上記の数値は代表値であり、保証値ではありません。

アクリル⼀般物性（15mm厚）







特殊コート処理層の屈折率が低いため、透過率が向上します。

光学特性
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中性および酸性溶液に対しての耐性はありますが、アルカリ性溶液、
アルコール類、ケトン類、その他有機溶剤に対しての耐性はありません。

耐溶剤性

SWOM 促進耐候試験結果
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＊試験条件︓63℃、⾬降り18分/120分、UV照射
＊試験には、厚さ2mmの板を⽤いたため、上記⼀般物性表と初期Haze値が異なります。



5ヶ月後においても親⽔性は維持します。

屋外暴露試験結果
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○施工実績○
兵庫県神⼾市中央区 施工１０以上年経過

メンテナンスを⼀度もしない状態で綺麗な状態を維持







シーウォールは材料試験だけではなく、製品を⽤いた試験を⾏っております。
実際に⽔圧をかけた試験や、突起が付いた300kg鉄球を衝突させる衝撃試験などを実施し、強度やたわみ、⽔密性
について安全であることを確認しています。

⽔圧試験



衝撃試験







納まりについて

標準サイズについて

シーウォールは、防潮壁に四⽅枠もしくは三⽅枠で支持されるように設計されています。
また原則として防潮壁の海側（⽔側）に枠を設置する納まりを推奨しています。
なお、設置による防潮壁の開⼝（⽋損）部分の補強など、コンクリート防潮壁部分の構造強度については防潮壁設
計者側でご確認ください。

より安全に、より安定した性能を発揮する製品をご提供するため、⽔密試験など性能を確認したうえで標準サイズ
を設けています。防潮壁の位置や⾼さ、設置台数などに応じて窓タイプ、嵩上げ四⽅枠タイプ、嵩上げ三⽅枠タイ
プからお選びください。アクリル板の厚みについては設置箇所における波圧などを考慮した強度計算によって決ま
ります。

※シーウォールは大型化も技術的に対応していますが、基準サイズ（開⼝部1,000mm×2,000mm、アクリル板厚30〜
50mm）を超えるサイズが必要な場合は、特注となりますので、ご相談ください。



シーウォールは、防潮壁に四⽅枠もしくは三⽅枠で支持されるように設計されています。
壁の海側（⽔側）に枠を設置する納まりを推奨しています。
なお、設置による防潮壁の開⼝（⽋損）部分の補強など、コンクリート防潮壁部分の構造強度については防潮壁設
計者側でご確認ください。

シースルー四方枠三方枠
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評価・表彰



港湾関連⺠間技術の確認審査・評価事業における評価証（第14003号）を取得

⺠間企業により開発された技術を評価し、公共事業への活⽤を図ることを⽬的に、平成元年「港湾にかかる⺠間技術評価制度」が運輸
省において創設され、平成12年10月より（財）沿岸技術研究センターにその機能が移管され、「港湾関連⺠間技術の確認・評価事
業」として実施されております。
このたび、防潮壁⽤枠付き透明窓「シーウォール」の評価依頼を申請し、「港湾関連⺠間技術の確認審査・評価に関する実施要領」に
基づき、学識経験者からなる「平成26年下期 港湾関連技術確認審査・評価委員会」において、技術の確認審査および評価を受け
評価証（第14003号）を頂きました。

本技術の確認審査・評価においては、以下に示す3つの事項について評価していただきました。
（1）施工性をよくするための枠付き構造であり、維持管理性を⾼めるため透明樹脂板が取り外し可能であること。
（2）防潮壁として⾼潮・津波にたいして、越波流量基準に対する⽔密性が確保されること。
（3）主な透明樹脂板であるアクリルまたはポリカーボネートの温度変化による伸縮性に対して、部材に孔を空ける

ことなく枠部分にて吸収できる構造であること。







※シーウォールは⻑い間安⼼安全にご使⽤いただくために10年保証としております。




